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　「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

及
び
「
老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
」

は
、
毎
年
８
月
に
更
新
を
行
っ
て
い

ま
す
。
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
前

年
の
所
得
に
応
じ
て
判
定
し
て
い
ま

す
。
　「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

は
該
当
の
方
全
員
に
、「
老
人
保
健
医

療
受
給
者
証
」は
負
担
割
合
が
変
更

と
な
っ
た
方
に
、
７
月
中
に
新
し
い

受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、

記
載
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、「
老
人
保
健
医
療
受
給
者

証
」該
当
の
方
で
負
担
割
合
に
変
更

が
な
い
場
合
は
、
新
し
い
受
給
者
証

は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
、

お
持
ち
の
受
給
者
証
を
引
き
続
き
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
受
給
者
証
が
送
ら
れ
た
方

は
、
古
い
受
給
者
証
を
８
月
１
日
以

降
に
役
場
、
ま
た
は
国
府
支
所
へ
必

ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課

　
☎
内
線
２
７
４
・
２
４
７

　
町
で
は
、
今
年
９
月
に
77
歳
・
80

歳
・
88
歳･

99
歳
・
100
歳
以
上
の
方

に
、
敬
老
祝
商
品
券
を
贈
呈
し
ま
す
。

　
つ
い
て
は
、
こ
の
商
品
券
を
取
扱

う
店
舗
等
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
の
で
、
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
既
に
登
録
済
み
の
店
舗
等

は
再
登
録
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
登
録
資
格

　
町
内
に
店
舗
等
が
あ
る
事
業
者

▼
登
録
申
請
期
間

　
８
月
１
日（
火
）〜
25
日（
金
）

▼
登
録
方
法
　
所
定
の
登
録（
変
更
）

申
請
書
に
よ
り
申
込
み
く
だ
さ
い
。

登
録
に
際
し
て
は
、
会
社
印
・
代

表
者
印
・
振
込
口
座
先
等
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
書
提
出
先
　
子
育
て
介
護
課

ま
た
は
町
商
工
会

◎
問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
介
護
課

　
☎
内
線
３
１
４
・
３
１
５

　
介
護
保
険
の
認
定
調
査
を
し
て
い

た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
資
格
　
介
護
支
援
専
門
員
、
で
き

れ
ば
普
通
自
動
車
運
転
免
許

▼
募
集
人
員
　
若
干
名

▼
受
付
期
間
　
８
月
１
日
〜
平
成
19

年
３
月
31
日

▼
提
出
書
類
　
介
護
保
険
認
定
調
査

員
登
録
書（
町
配
布
）、
介
護
支
援

専
門
員
資
格
証
の
写
し

▼
勤
務
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
▼
勤
務
場
所
　
町
保
健
セ
ン
タ
ー

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
書
類

は
郵
送
可
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
先

　
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
１
４

　
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
は
、
診

療
費
と
は
別
に
、
自
己
負
担
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
負
担
す
る
金
額
は
下

表
の
と
お
り
で
す
。

　
た
だ
し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
は
、
申
請
す
る
と
自
己
負
担
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
と
お
り

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証

・
医
療
受
給
者
証

　（
老
人
保
健
該
当
者
の
み
）

・
印
か
ん

・
過
去
90
日
以
上
の
入
院
が
わ
か
る

領
収
書（
長
期
入
院
該
当
者
の
み
）

※
な
お
、
平
成
18
年
１
月
１
日
以
降

に
大
磯
町
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

１
月
１
日
現
在
で
お
住
ま
い
の
住

所
地
の
非
課
税
証
明
書（
世
帯
全

員
）が
必
要
で
す
の
で
、
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課

　
☎
内
線
２
７
４
・
２
４
７

高
齢
者
の
医
療
証
を
更
新

高
齢
者
の
医
療
証
を
更
新

高
齢
者
の
医
療
証
を
更
新

高
齢
者
の
医
療
証
を
更
新

高
齢
者
の
医
療
証
を
更
新

入
院
中
の
食
事
負
担
金
減
額
申
請

医療証が送付される方入院時食事代の標準自己負担額（１食当たり）

一般（下記以外の方）

90日までの入院 210円

260円

160円

100円

住民税非課税世帯

　低所得Ⅱ　※1

　低所得Ⅰ　※2

過去12ヵ月で90
日を超える入院

※１…70歳以上又は老人保健で医療を受ける方で、世帯全員が住民税非課税の方

※２…70歳以上又は老人保健で医療を受ける方で、世帯全員が住民税非課税の方、
　　　かつ各収入等から必要経費・控除（年金の所得は控除額を８０万円として計
　　　算）を差し引いた所得が０円になる世帯に属する方

国
民
健
康
保
険
・
老
人
保
健

対　象　者
医療証などの
名　称

送付される方

70歳
以上
の方

昭和７年10月1日
以降に生まれた方

昭和７年９月30日
以前に生まれた方

国民健康保険
高齢受給者証

老人保健医療
受給者証寝たきり等一定の

障害のある65歳以上の方

すべての方に
受給者証を送付

負担割合が変更
になった方だけ
に、受給者証を
送付

８月１日までに
届かない場合は、
ご連絡ください。

敬
老
祝
商
品
券
取
扱
店
募
集

介
護
保
険

　
認
定
調
査
員
の

募

集

募

集


